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「
責
任
あ
る
企
業
行
動
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
通
じ
た

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
C
S
R
推
進
に
向
け
た
取
組
み

１ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の

背
景
・
目
的

　

企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
社

会
の
成
熟
化
の
進
展
な
ど
、
企
業
を
取
り

巻
く
環
境
は
多
様
化
し
、
か
つ
大
き
な
変

化
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
エ

レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
企
業
が
情
報
社
会
の
発

展
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

社
会
全
体
に
目
を
向
け
る
と
、
繰
り
返
さ

れ
る
企
業
不
祥
事
や
不
誠
実
な
企
業
活
動

に
対
す
る
多
く
の
批
判
な
ど
、
持
続
可
能

な
社
会
の
形
成
に
向
け
た
企
業
の
取
組
み

へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
環
境
下
に
お
い
て
、
情
報

社
会
を
牽
引
し
て
い
く
役
割
に
あ
る
エ
レ

ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
企
業
に
は
、
法
令
遵
守
な

ど
へ
の
責
任
は
も
と
よ
り
企
業
が
社
会
の

一
員
と
し
て
企
業
活
動
を
通
じ
て
社
会
的

責
任
を
果
た
す
、
す
な
わ
ち
「
企
業
の
社

　

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

観
点
で
は
、
そ
の
商
品
が
ど
の
よ
う
に
作

ら
れ
販
売
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
事
業
プ

ロ
セ
ス
全
体
に
対
す
る
消
費
者
の
関
心
の

高
ま
り
に
応
え
る
た
め
、
企
業
は
自
社
の

活
動
に
お
い
て
C
S
R
を
推
進
す
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
C
S
R

に
配
慮
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と

言
え
ま
す
。
例
え
ば
、強
制
労
働
、低
賃
金
、

安
全
衛
生
上
の
課
題
な
ど
を
抱
え
る
企
業

を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
選
ぶ
と
、
後
に
そ
れ

が
社
会
問
題
と
な
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
で
は
、
法
人
顧

客
、
消
費
者
は
、
取
り
扱
う
製
品
が
不
当

な
労
働
条
件
で
生
産
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

か
ど
う
か
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

万
が
一
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
劣
悪
な
労
働

条
件
が
社
会
問
題
化
す
れ
ば
、
原
材
料
が

調
達
で
き
ず
、
生
産
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
だ

け
で
な
く
、
不
買
運
動
が
起
き
る
リ
ス
ク

電
子
情
報
技
術
産
業
協
会

一
般
社
団
法
人

も
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
責
任
あ
る
企

業
行
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
令
な
ど

の
着
実
な
遵
守
、
更
に
労
働
環
境
の
改
善

に
よ
る
生
産
性
の
向
上
、
環
境
へ
の
取
組

み
な
ど
に
よ
り
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か

ら
の
評
価
に
つ
な
が
る
な
ど
、
自
社
の
ビ

ジ
ネ
ス
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
貢
献
が
期
待

で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
開
発

－

生
産

－

販
売

－

サ
ー
ビ
ス
な
ど
か
ら

な
る
一
連
の
事
業
プ
ロ
セ
ス
に
参
画
す
る

す
べ
て
の
企
業
が
協
力
し
て
社
会
の
要
請

に
応
え
て
こ
そ
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全

体
の
相
互
繁
栄
が
実
現
で
き
る
も
の
と
考

え
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

業
界
に
お
け
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
は
、

長
く
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
に

展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
さ

ら
に
、
C
S
R
と
い
う
広
範
な
活
動
に
対

会
的
責
任
（C

SR
: C

orporate Social 
R

esponsibility

）」
に
積
極
的
に
取
り
組

み
、
責
任
あ
る
企
業
行
動
を
実
践
し
て
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
に
目
を
向
け
る
と
、国
連
の
「
ビ
ジ

ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」（
U

 
N
 

G
P
）や
「
S
D
G
s
（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）」、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O

 

E

 
C
 

D
）
に
よ
る
「
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
」、

国
際
労
働
機
関（
I
L
O
）
の
「
多
国
籍
企

業
宣
言
」
な
ど
の
C
S
R
に
関
す
る
様
々

な
国
際
文
書
が
発
行
・
改
訂
さ
れ
る
な
ど
、

C
S
R
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
を
み
せ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
連
の
責
任
投
資
原
則

（PR
I

： Principles for R
esponsible 

Investm
ent

）
署
名
機
関
も
増
加
し
E

 
S
 

G
投
資
へ
の
流
れ
が
加
速
し
て
お
り
、
企

業
の
取
組
み
に
対
す
る
社
会
的
要
請
は
今

後
も
強
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

特
集
3
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す
る
理
解
や
進
め
方
も
企
業
に
よ
っ
て
大

き
な
違
い
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
多

く
の
エ
レ
ク
ロ
ト
ニ
ク
ス
企
業
で
は
、
サ

プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
間
で
C
S
R
に
関
す
る

共
通
理
解
を
持
つ
こ
と
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る
こ
と
が
容
易
で
は
な

い
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
当
会
は
、
2
0
0
6
年
に
企

業
が
共
通
的
に
利
用
で
き
る
サ
プ
ラ
イ
ヤ

ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と

し
て
「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
C
S
R
推
進

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」（
以
下
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）

を
発
行
し
ま
し
た
。
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

は
、
発
行
当
時
、
業
界
の
取
組
み
と
し
て

は
他
業
界
に
先
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
当
会
の
会
員
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
業
界
を
問
わ
ず
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課
題
を
も
つ
多

く
の
企
業
で
広
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
制
定
か
ら
10
数
年
が
経

過
し
、
C
S
R
委
員
会
お
よ
び
傘
下
の
責

任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
W
G
に
て
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
の
要
否
な
ど
に
つ
い
て
検
討

し
た
結
果
、
2
0
0
6
年
以
降
の
国
際
的

な
C
S
R
に
関
す
る
社
会
的
要
請
を
踏
ま

え
大
幅
な
改
訂
を
行
う
と
と
も
に
、
名
称

も
変
更
し
、「
責※
１

任
あ
る
企
業
行
動
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
以
下
、ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
と
し
て
、

2
0
2
0
年
3
月
に
改
訂
・
発
行
す
る
に

至
り
、
同
年
12
月
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
対
応

の
た
め
の
英
語
版
、
中
国
語
版
も
発
行
し

責任ある企業行動ガイドライン

※ 1 責任ある企業行動ガイドライン  https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=769&cateid=1
※ 2 責任ある企業行動ガイドライン 自己評価シート 　https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=798&cateid=1

ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の

考
え
方
を
継
承
し
、
各
企
業
に
お
い
て
サ

プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
要
請
す
る
C
S
R
項
目
を

検
討
す
る
際
に
、こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参

考
に
し
て
積
極
的
な
C
S
R
活
動
を
推
進

し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
策
定
し
た
も

の
で
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
C
S
R
を
具
現

化
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
行
動
規
範
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２ 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

概
要
・
特
徴

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
以
下
の
構
成
を
と

っ
て
お
り
、
第
１
部
、
第
2
部
は
、
企
業

が
遵
守
す
べ
き
項
目
と
そ
の
管
理
方
法
に

関
す
る
留
意
事
項
を
ま
と
め
、
付
属
書
で

は
、
こ
れ
ら
を
解
説
し
て
い
ま
す
。

第
1
部　

行
動
規
範

第
2
部　

管
理
体
制
の
構
築

付
属
書
（Annex

） 

第
1
部
行
動
規
範
、
第
2
部
管
理
体
制

の
構
築
の
各
項
目
の
解
説

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
際
し
て
特
に

工
夫
・
改
善
し
た
こ
と
は
、解
説（
付
属
書
）

の
内
容
を
充
実
さ
せ
た
こ
と
で
す
。
行
動

規
範
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
背
景
、
行

動
規
範
の
解
説
、
用
語
の
解
説
を
加
え
る

こ
と
で
、
行
動
規
範
の
内
容
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
て
、
何
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
い
の
か
（
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
）
な
ど
を
理
解

し
易
く
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
人
権
・
労
働
」

に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
あ

る
項
目
の
中
で
重
要
で
あ
る
た
め
、
解
説

を
多
く
記
載
す
る
と
と
も
に
、
I
L
O
駐

日
事
務
所
の
協
力
を
得
て
、
国
際
労
働
基

準
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
文
書
な
ど
と
の

整
合
性
の
確
保
を
図
り
ま
し
た
。

　

2
0
2
1
年
3
月
に
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
く
「
責※
２

任
あ
る
企
業
行
動
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン 

自
己
評
価
シ
ー
ト
」（
日
本
語

版
、
英
語
版
、
中
国
語
版
）
を
発
行
し
ま

し
た
。
こ
の
シ
ー
ト
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
取
り
上
げ
た
個
々
の
項
目
に
対
す
る
取

組
み
状
況
を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
自
己
評
価

す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

お
よ
び
こ
の
シ
ー
ト
を
活
用
す
る
こ
と
で

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
C
S
R
に
対
す
る
理
解

向
上
に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
発
行
後
、
会
員
企
業

の
中
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
準
じ
た
内
容
で

自
社
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
改
訂
す
る
動
き
が
あ
る
ほ
か
、
会
員

外
の
企
業
や
他
業
界
の
企
業
か
ら
の
ア
ク

セ
ス
や
問
合
せ
も
多
く
あ
り
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
活
用
の
広
が
り
を
感
じ
て
い
ま
す
。
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2. 人権・労働

【規範の解説】
　「労働者」とは、正社員、臨時社員、移民労働者、学
生、契約社員、直接雇用者およびその他の就労形態の
労働者を含め、すべての雇用・就労形態によらず働く
者を指します。参照すべき国際的な人権基準には、国
連における「世界人権宣言」や「国際人権規約」、ILO 
の「中核的労働基準」などがあります。

（2-1） 強制的な労働の禁止
【背景】
　全世界における現代奴隷制の被害者は2016 年の時点で
4,030万人に上り、民間部門における強制労働搾取の被害
者も1,600万人に達しています。  強制労働からの解放は、
仕事を自由に選択する権利と結びついた基本的人権です。
仕事は、個人的な期待や技能に見合うものとすべきであり、
働きがいのある人間らしい環境で行われるべきです。

【規範の解説】
　脅迫、強制、拉致または詐欺によって、人を移送、隠匿、
採用、譲渡、受け入れることを禁止します。併せて、就労
のための手数料を労働者から搾取することも強制労働につ
ながる可能性があります。（中略）
　特に外国人労働者を含む移民労働者の強制労働が数多く

報告されています。外国人労働者の雇用にあたっては、労
働者が母国を離れる前に、雇用条件を労働者が理解できる
言語で記載した雇用契約書を提供する必要があります。
（後略）

【用語の解説】
　強制労働とは、ある者が懲罰などの脅しの下で、かつ、
本人の自由意思に反して行う（非自発的）労働を指しま
す。強制労働の要素には、以下のようなものがあります。

① 脆弱性の悪用
（例：移民労働者の雇用契約書が母国語ではない。）

② 欺瞞
（例：雇用・労働条件が正しく説明されていない。採用の
途中で差し替えられた。）

③ 孤立
（例：外部からのアクセスやコミュニケーションが難しい
場所で労働させている。）

（中略）

⑨ 身体的・精神的虐待（例：暴力、怒鳴る、セクハラ。）

⑩ 身分証明書の原本の保持
（例：パスポートなどを雇用者が保持している。）

行動規範の各項目に関する解説の一部を掲載（全文は前頁※１のURLを参照）
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３ 

課
題
・
今
後
の
取
組
み

　

昨
今
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
企
業

は
改
め
て
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
強
靭

化
、
多
重
化
な
ど
の
対
策
が
求
め
ら
れ
る

と
と
も
に
、
前
述
の
と
お
り
、「
人
権
尊

重
」
も
強
く
求
め
ら
れ
る
機
会
が
増
え
て

い
ま
す
。
各
国
に
お
い
て
人
権
デ
ュ
ー
・

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
法
制
化
の
動
き
も
活

発
化
し
て
お
り
、
ま
た
欧
米
企
業
を
中
心

に
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
上
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ

ー
に
お
け
る
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ

ン
ス
を
取
引
先
に
求
め
る
も
動
き
も
益
々

盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て

も
、
2
0
2
0
年
10
月
に
U
N
G
P
を

実
施
す
る
た
め
の｢

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権｣

に
関
す
る
行
動
計
画
（N

A
P

： N
ational 

A
ction Plan

）が
策
定
さ
れ
、
企
業
へ
の

期
待
が
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
て
、
当
会

で
は
業
界
共
通
で
取
組
む
べ
き
活
動
と
し

て
主
に
３
テ
ー
マ
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
へ
の
教

育
・
啓
発
活
動
」
で
す
。
前
述
の
と
お
り
、

企
業
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
取
引

先
を
含
め
た
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
に

お
け
る
C
S
R
調
達
の
推
進
、
人
権
デ
ュ

ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
へ
の
取

組
み
の
重
要
性
・
必
要
性
を
十
分
理
解
し

て
い
な
い
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
ま
だ
多
く
存

在
し
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
へ
の
啓

発
推
進
が
業
界
共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
1
社
単
独
で
の
取
組
み
に
は
限
界

が
あ
る
た
め
、
業
界
と
し
て
取
り
組
む
こ

と
で
幅
広
い
層
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
へ
の
働

き
か
け
が
可
能
と
な
り
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

の
理
解
向
上
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
依
頼
側

企
業
双
方
の
負
荷
低
減
・
効
率
化
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
動
画
版
（
教
育
ツ
ー
ル
）

の
作
成
と
そ
の
活
用
の
推
進
、
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
向
け
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
の

実
施
な
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
自
己
評

価
シ
ー
ト
の
詳
細
版
」
で
す
。
今
年
3
月

に
発
行
し
た
シ
ー
ト
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
小
項
目
毎
の
1
問
1
答
と
な
っ
て
お

り
、
活
用
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
①
依
頼

側
企
業
が
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
取
組
み
全
体

を
大
ま
か
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

②
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
回
答
に
際
し
て
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
読
み
込
む
必
要
が
あ
る
た

め
、
理
解
向
上
を
促
す
こ
と
が
期
待
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
さ

ら
に
、
現
在
検
討
し
て
い
る
の
は
、
こ
の

シ
ー
ト
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
を
ベ
ー

ス
に
深
掘
り
し
、
企
業
が
共
通
し
た
質
問

で
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
C
S
R
調
達
リ
ス

ク
評
価
を
数
値
的
に
分
析
す
る
た
め
の
ツ

ー
ル
で
す
。
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ

ン
ス
の
サ
イ
ク
ル
を
回
す
た
め
の
ツ
ー
ル

と
し
て
作
成
し
、
多
く
の
企
業
で
標
準
的

に
使
用
で
き
る
形
に
し
た
い
と
い
う
目
的

の
下
、
具
体
的
な
質
問
項
目
・
回
答
の
選

択
肢
な
ど
の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、「
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム

（
業
界
共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
構
築

の
可
能
性
」
で
す
。
近
年
、
N
G
O
や
研

究
機
関
な
ど
に
よ
り
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

で
の
人
権
侵
害
事
例
の
指
摘
が
増
加
し
て

お
り
、
企
業
は
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

運
用
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
苦
情
処
理

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
U
N
G
P
が
企
業
に
求

め
る
活
動
の
３
本
柱
（
人
権
方
針
の
策
定
、

人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
救
済
）

の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
企
業

は
、
ま
だ
十
分
な
取
組
み
が
で
き
て
い
な

い
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
①

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
課
題
に
対
し
て
1

社
単
独
で
取
組
み
を
行
う
の
は
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
、
②
苦
情
処
理
の
仕
組
み
に
関
す

る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
ま
り
存
在
し
な
い
な
ど

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
企
業
の
苦

情
処
理
を
支
援
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

（
業
界
共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）の
構
築

を
目
指
し
た
検
討
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
組
み
の
推
進
に
際
し
て

は
、
多
く
の
知
見
が
必
要
で
あ
る
た
め
、

国
内
外
の
先
進
事
例
か
ら
学
ぶ
と
と
も

に
、
関
連
国
際
機
関
、
行
政
諸
機
関
、
関

連
団
体
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
の
協
力

を
適
宜
得
な
が
ら
取
組
み
、
企
業
に
お
け

る
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
国
際
的
な
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
践
の
推
進
、
企
業
負
担

の
軽
減
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
強
化
、

日
本
の
産
業
界
の
国
際
的
な
信
頼
向
上
に

貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

一般社団法人電子情報技術産業協会
（ＪＥＩＴＡ）

日本電子機械工業会と日本電子工業振興協会が 2000 年に統合して発足。日本を
代表するデジタル分野の業界団体であり、電子部品や電子デバイス、電子機器や
IT ソリューションといったテクノロジー企業から、テクノロジーを活用する企業まで、
幅広い産業の企業が参画。事業方針に「Society 5.0 の推進」を掲げ、共通課題
の解決や事業環境整備、市場創出のための展示会事業などを展開する。会長は
石塚茂樹氏（ソニーグループ株式会社代表執行役副会長）、会員数は 387 社 / 団
体（2021 年 5 月時点）。


